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１ 計画策定の趣旨 

近年、本格的な人口減少社会の到来や、核家族化、単身世帯が増加するなど、社会構

造の変化とともに地域のつながりが希薄化しています。家庭や地域における支援力が低

下し、介護や子育てに関する問題、生活困窮やひきこもり※の問題、80 代の親が 50 代

の子どもの生活を支える 8050 問題※などが顕著化しています。また、公的な福祉サー

ビスの狭間にある事例などが発生しています。 

そのような中、国においては、さまざまな分野の課題が絡み合って複雑化・複合化し

ている現状を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を

超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が

世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地

域をともに創っていく地域共生社会※の実現を進めています。 

また、平成 30 年４月１日施行の社会福祉法の一部改正において、地域福祉計画が、

福祉分野の計画の上位計画と位置付けられ、計画には「福祉の各分野において共通して

取り組むべき事項」や「包括的な支援体制の整備に係る事項」が盛り込まれることとな

りました。 

さらに、社会福祉法の一部改正に先立って、「成年後見制度※の利用の促進に関する法

律」が平成 28 年５月、「再犯の防止等の推進に関する法律」が同年 12 月に施行され、

地域福祉との一体的な展開による地域共生社会の実現に向けた動きが活発になってい

ます。 

令和２年６月には更なる社会福祉法の一部改正（令和３年４月１日施行）があり、地

域福祉の推進は、地域住民が主体となって行うものであると明文化されるとともに、重

層的な支援体制※整備に関する事項が盛り込まれました。 

本市においては、平成 28 年３月に「第３次寝屋川市地域福祉計画」を策定し、地域

福祉の推進を図ってきました。 

この度、第３次計画の期間が満了することから、これまでの取組の進捗や、国・府な

どの動向を踏まえ、今後ますます複雑化・複合化していく福祉課題に適切に対応するた

め、「第４次寝屋川市地域福祉計画」を策定することとしました。 
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  ２ 地域福祉と地域共生社会 

この計画では、「地域福祉」について、これまでの地域福祉計画の考え方を継承し、

次のように考えます。地域福祉の充実が、地域共生社会の実現につながると考えてい

ます。 

 

誰もが地域とつながりをもって 
 安心して心豊かに暮らせるよう 
  地域の力を合わせて 
   地域にあった福祉をつくる 

 

誰もが地域とつながりをもって 

誰もが、日常の生活、介護、子育て等の様々な場面で“困りごと”が起き、支

援を必要とするときも、住み慣れた地域で生活を継続し、つながりをもって暮ら

していくことを望みます。 

 

安心して心豊かに暮らせるよう 
「安心」できる支え合いの下、主体性と誇りを持ち、「心豊かに」暮らしていき

たいと願います。 

 

地域の力を合わせて 
公的な制度に基づく取組を土台に、市民、ボランティア、団体、事業者等が、

「できること・したいこと」で役割分担しながらお互いに協力し合うことで、一

人一人の権利を大切にし、「自分らしい」生活を実現するためのきめ細かな支援を

行います。 

 

地域にあった福祉をつくる 

国、大阪府の制度等も利用しながら、地域の様々な力を結集し、寝屋川市の

状況や市民の生活に合った福祉の仕組みをつくることです。 

 

 

「ちいき」に関わる様々な人たちの力で、 
   「ふ」だんの 
    「く」らしの 
     「し」あわせを支え合おう！ を合言葉に 
一人一人が「できること・したいこと」に取り組みましょう。  
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《地域共生社会のイメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               出典：厚生労働省資料 

 

 

【参考】社会福祉法（地域福祉部分抜粋） 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域

社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地

域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する

一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保され

るように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が

抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若し

くは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課

題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする

地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以

下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支

援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。  
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  ３ 地域エリアごとの取組について 

地域福祉の取組については、生活や活動・事業に応じたエリアにおいて、重層的に補

って効果的に推進します。 

（１）自治会のエリア 

【身近なつながりや日常的な支え合いのエリア】 

自治会は、暮らしの土台である“住まい”の環境をより良いものとするため、住民が

協力する、地域福祉の原点となる組織です。 

班単位等の身近な交流も進めながら、自治会や民生委員・児童委員※を中心に、日常

的なつながりの中で生活の様々な課題に気付き、協力して支援の仕組みにつなぐなど、

顔が見え、声を掛け合える関係を大切にした取組を進めています。 

 

（２）小学校区（校区福祉委員会※・地域協働協議会※）のエリア 

【様々なニーズに対応する地域福祉活動のエリア】 

小学校区は、自分のまちとしての意識の面、歩いて移動できる圏域として、生活との

つながりが深いエリアです。 

各小学校区では、校区福祉委員会が地域福祉活動の中心的な役割を担い、自治会エリ

アでは対応困難な課題に対する取組を進めています。 

「地域の福祉力」を一層高めるため、校区福祉委員会と地域協働協議会が連携して、

市民、団体、事業者等の活動への参加の呼び掛けを行い、地域課題に対応する活動を進

めます。 

 

（３）コミュニティセンターエリア（２中学校区） 

【地域に根ざした福祉サービスの提供、地域福祉活動との連携のエリア】 

本市では、ふれあいのある豊かな地域社会づくりを目指す地域コミュニティ活動の拠

点として、２中学校区（４小学校区）ごとにコミュニティセンターを設置しています。

コミュニティセンターエリアを介護保険制度※の「日常生活圏域」、本市子ども・子育て

支援事業計画の「教育・保育提供区域」と定めるとともに、このエリアを基盤に、地域

と密着して暮らしに関わる相談支援を行う、コミュニティソーシャルワーカー※（ＣＳ

Ｗ）を社会福祉協議会※が配置しています。 

また、高齢者の相談窓口である地域包括支援センター※、地域子育て支援拠点※である

地域子育て支援センター又はつどいの広場を中学校区ごとに設置するなど、より地域に

密着した福祉の充実を図っています。 

様々な団体、事業者等が連携して、圏域での福祉課題への対応を進めます。  
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（４）寝屋川市全域 

【専門性の高い支援の実施、制度化・事業化を含む全市的展開のエリア】 

専門的な支援を必要とするニーズへの対応は、市、専門機関、専門的な活動を行うボ

ランティアグループ、ＮＰＯ※等により市全体で進めます。 

地域の取組等を通じて明らかになった全市的に取り組むべき課題については、公的な

位置付けで取り組むための制度化、制度に基づく事業化等を行い、全市的に検討・展開

します。 

本市だけでは対応が困難な課題については、周辺自治体、大阪府等と連携し、広域的

に取り組みます。 
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地 域 福 祉 計 画 
成年後見制度利用促進計画 

地方再犯防止推進計画 

  

４ 計画の位置付けについて 

地域福祉計画は、総合計画における地域福祉の分野に関連する計画であり、市の地域

福祉を推進するための理念と実現のための仕組みを示すものです。 

また、高齢者保健福祉計画、障害者長期計画、障害福祉計画、障害児福祉計画、子ど

も・子育て支援事業計画など、保健、福祉、防災等に関わる様々な計画と整合を図りな

がら、これらの分野に共通する考え方として、地域福祉の向上を図るための理念と、そ

れにつながる市の取組を示すものです。 

加えて、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と連携して、地域福祉を推進す

る両輪となるものです。 

なお、本計画は社会福祉法第 107 条に基づく計画と位置付けます。また、「成年後見

の利用の促進に関する法律」に基づき策定する「成年後見制度の利用の促進に関する施

策についての基本的な計画」及び「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づき策定す

る「地方再犯防止推進計画」は、本計画に包含されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画期間 

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 
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  ６ 計画の策定方法 

（１）計画の策定体制 

本計画の策定にあたり、本市の地域福祉施策の基本的な方向性を確認するとともに、

市民、学識経験者及び地域福祉に関する事業に従事する者で構成する「寝屋川市地域福

祉計画推進委員会」で検討を行いました。 

また、「寝屋川市社会福祉審議会」から、本計画に対する意見を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域福祉計画の見直しに向けたアンケート調査の実施 

市民の日常生活の現状や意識、地域づくりに関する考え方などを把握し、本計画を策

定するための基礎的な資料を得るために、「地域福祉計画の見直しに向けたアンケート

調査」を実施しました。 
 

（３）パブリックコメントの実施 

〇 意見募集期間 令和３年２月１日～２月 28日 

〇 意見の件数  16件 

〇 意見の公表  市ホームページで意見に対する回答を公表しました。 

 

  

情報収集・ 
調査 

アンケート調査 
（市民・団体） 

基礎調査 
第３次計画の進捗把握 他 

市地域福祉計画推進委員会 

計画案の検討 

市社会福祉審議会 

 

 

 

 

 

 

市長 
 

庁内体制 
（市福祉計画連絡調整会議） 

計画案への意見 

計 画 策 定 
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  ７ ＳＤＧｓ※達成への貢献 

平成 27 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」において、国際社会の共通の目標として、2030 年を期限とする「持続可能な

開発目標（SDGs）」が示されました。 

「持続可能」とは「人間が地球に住み続けることができること」であり、「開発」とは

「より良い世界をつくること」です。 

SDGs では、持続可能な世界を実現するために、「すべての人に健康と福祉を」や「質

の高い教育をみんなに」のほか、「人や国の不平等をなくそう」など 17 の目標（世界

が目指す姿）と、具体的に達成すべき 169 のターゲットを設定し、地球上の誰一人と

して取り残さないことを誓っています。 

SDGs 達成に向け、一人一人ができることをしっかりと考え、一歩踏み出す姿勢が求

められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGsの推進は、地域福祉計画と同じ方向を示すものであることから、本計画の着実

な推進を通して、SDGsの達成に貢献します。 

［ 地域福祉計画が主に関連するＳＤＧｓ目標 ］ 
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１ 貧困をなくそう 
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ 

２ 飢餓をゼロ 
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する 

３ すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 

４ 質の高い教育をみんなに 
すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

５ ジェンダー平等を実現しよう 
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 

６ 安全な水とトイレを世界中に 
すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する 

７ エネルギーをみんなに そしてクリーンに 
すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

８ 働きがいも 経済成長も 
すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワー
ク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する 

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 
強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る 

10 人や国の不平等をなくそう 
国内および国家間の格差を是正する 

11 住み続けられるまちづくりを 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする 

12 つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

13 気候変動に具体的な対策を 
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 

14 海の豊かさを守ろう 
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する 

15 陸の豊かさも守ろう 
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化
の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る 

16 平和と公正をすべての人に 
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、
あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 
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１ 計画の基本理念 

本市には、性や年齢、障害や疾病の状態、国籍や文化の違いなど、多様な人々が暮

らしています。また、少子高齢化や核家族化の一層の進行、地域における人間関係の

変化などを背景に、子育てに対して不安を抱える保護者の孤立、老々介護、シルバー

世代の孤立死※、認知症※のある人の見守り、障害のある人の社会参加、子どもやシル

バー世代、障害のある人への虐待、ひきこもり、経済的困窮など、地域の理解や協力

なしには解決できない様々な課題があります。 

本市では、今後も、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らしていけるよう、地域全体

がつながりと信頼を深め、支えあう地域共生社会の構築を図っていくことが重要である

と考えます。 

そのため、子どもからシルバー世代まで、あらゆる年代の市民の地域福祉の意識醸成

を図り、地域の人々が、助け合いの心でつながり、市民自らが地域共生社会の実現を推

進していくことができるよう、この計画の基本理念を『地域共生社会の実現に向けた仕

組みの充実』とします。 

 

 

［ 基本理念 ］ 

地域共生社会の実現に向けた仕組みの充実 

 

 

 

 

  

計画の基本的な考え方 

第 

２ 
 

章 
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  ２ 施策の方向性 

施策の方向性１ 地域福祉のセーフティネットの拡充 

ひとり暮らし高齢者やシルバー世代のみの世帯、障害者、ひとり親家庭などが抱える

課題、また、ダブルケア※（介護と子育てなど複数のケアに携わること）や生活困窮、

ヤングケアラー※（障害や疾病のある親や祖父母などの介護や世話をしている子ども）

への支援など地域における生活課題は複雑化・複合化しています。 

公的な福祉サービスにつながりにくい「制度の狭間」にある問題や複合的な課題など

を解決するため、関係機関と連携し、身近な地域での相談体制を充実し、福祉サービス

の充実や包括的かつ重層的で専門的な支援につなげる仕組みづくりに取り組みます。 

また、地域でいつまでも安心して暮らせるよう、「地域は地域で守る」という考えの

もと、見守りが必要な人が緊急時や災害時に孤立しないよう、日頃からの見守り体制の

充実や、災害時に備えた安心・安全な地域づくりのための支援体制づくりを推進します。 

 

 

施策の方向性２ 権利擁護
よ う ご

の推進 

一人一人の尊厳が守られ、自己決定を尊重し支援することは、誰もが安心して暮らせ

る地域生活を支えるうえで非常に大切です。 

今後、認知症高齢者の増加及び知的障害者・精神障害者の地域移行の進展に伴い、判

断能力が十分でない方々の増加が見込まれることから、身上保護や財産管理を行う成年

後見制度等の利用促進に向けた取組を推進します。 

 

 

施策の方向性３ 地域福祉を担う多様な人づくり 

地域福祉の推進にあたっては、地域住民はもとより、民生委員・児童委員をはじめ、

ボランティア団体、NPO 法人、社会福祉法人、民間企業など、多様な主体が参画し、

対等の関係で行う協力や提携による福祉協働※に取り組むことが必要です。これら地域

福祉を担う多様な人づくりと、活動しやすい環境づくりを進め、地域の実情や要支援者

のニーズに寄り添った温かい福祉サービスの提供を促進します。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、人々が日常生活を送るために欠かせ

ない仕事を担っている人、エッセンシャルワーカー※（保育や介護サービスの提供など

生活の維持に欠かせない活動を行う人々）に対する需要が増加しており、これらの福祉

分野におけるエッセンシャルワーカーに対する支援に努めます。 
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施策の方向性４ 生活と福祉を支える基盤強化 

地域のセーフティネットを拡げ、強くするためには、これまで中核的な役割を担って

きた社会福祉協議会等が、行政機関との連携のもと、その基盤強化を図りつつ、継続的・

安定的に福祉のまちづくりに取り組むことが期待されています。 

また、地域生活課題※は、福祉分野から保健・医療、就労、ライフスタイルやまちづく

りまで多岐にわたり、その担い手も福祉サービスの供給主体も多様化しています。多様

な主体の相互理解と連携のもと、地域共生を支える仕組みづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

  

《寝屋川市が目指す地域福祉のセーフティネット（イメージ）》 

市担当課 
（福祉部局その他関係部局） 

地域就労支援センター 

学校 

地域包括 

支援センター 

介護保険サービス 
事業所 

医療機関・ 
医療ソーシャルワーカー 

（MSW） 

障害者相談支援 

事業所 
保育所園等 

受け手 
（要支援者） 

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽ ﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽ 

支え手 

連携・協働 

社会福祉施設 
（地域貢献事業） 

市 域 
専門機関による支援とｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

 生活支援 ※
 

コーディネーター 

民生委員・児童委員 

当事者の会 
（介護者等） 

病院・診療所 

校区福祉委員会 
地域住民 
ボランティア 

声かけ/見守り 相談 つなぎ NPO 
社会福祉法人 
（施設等） 

地域協働協議会 

更生保護団体 

多機関協働による包括的な相談支援体制 

①支援関係機関が支援チームを編成し、協働して支援 

②支援に関する協議・検討の場  

③支援を必要とする者の早期把握 等 

自立相談支援機関等 
（生活困窮者自立支援制度※） 社会福祉協議会 

司法関係 

ハローワーク 

自治会・小学校区・ 
コミセン圏域 
見守り等支援 

コミュニティソーシャル 
ワーカー（CSW） 

自治会 
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  ３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
仕
組
み
の
充
実 

［ 基本理念 ］ ［ 重点取組 ］ ［ 施策の方向性］ 

（１）セーフティネットの拡充 

（３）災害時における避難行動要支援者※に対する支援

体制の充実 

（１）虐待やＤＶ※防止等に向けた取組の推進 

（２）成年後見制度の利用促進 

（１）地域づくりにつながる人づくり 

（２）教育・保育人材の確保 

（１）社会福祉協議会に対する活動支援 

（３）福祉サービスの質の確保に向けた法人等への 

指導及び監査 

（２）健康と生きがいを高める福祉のまちづくり 

（２）生活困窮者※への支援やひきこもり対策等の充実 １ 地域福祉のセーフ

ティネットの拡充 

２ 権利擁護
よ う ご

の推進 

４ 生活と福祉を支え

る基盤強化 

３ 地域福祉を担う多

様な人づくり 
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１ 地域福祉のセーフティネットの拡充 

（１）セーフティネットの拡充 

【５年後を見据えた課題】 

○地域には、シルバー世代や障害者をはじめ、様々な困りごとを抱えた人たちが住ん

でおり、困難な困りごとを抱えている人ほど、誰にも相談できずに一人で孤立して

いる可能性が懸念されます。 

○市民が抱える地域生活課題が、更に複雑化・複合化しています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○身近なところで気軽に相談できる仕組みが向上しています。 

○既存の支援関係者に加え、課題に応じて新たな支援者を巻き込みながら、分野横断

的なネットワークによる包括的かつ重層的な支援体制づくりが進んでいます。 

 

【今後の方向性】 

困りごとを包括的に受け止める体制の構築を行い、制度の狭間にある人や支援につな

がりにくい生活課題を抱えた人の早期発見のための相談体制の充実と支援を行う仕組

みづくりを進めます。 

 

【主な取組】 

○包括的かつ重層的な相談体制の充実 

高齢・障害・児童・生活困窮などの福祉関係部署をはじめ、住まいや教育、就

労、保健、健康などの関係部署や社会福祉協議会、社会福祉法人などの関係機関

が連携し、包括的かつ重層的な支援体制の充実に努めます。 

 

○関係機関等の連携協働促進 

地域福祉のセーフティネットの拡充を進めるため、団体等の様々な社会資源や

関係機関を巻き込み、連携協働を促進していきます。 

  

取組の方向 

第 

３ 
 

章 
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（２）生活困窮者への支援やひきこもり対策等の充実 

【５年後を見据えた課題】 

○地域社会からの孤立などにより、適切な支援を受けることができていない生活困窮

者等がいると考えられます。 

○単身者の増加や就労状況等により、経済的な困窮に関する相談が増加しています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○様々な理由により生活に困っている人が、早期かつ適切な支援を受けることで、地

域の中で安心して、自立した生活を送ることができています。 

○経済的な面などで生活に困難を抱えた人や一般就労への移行が困難な人への支援

など、生活困窮者の自立・社会参加への支援体制整備が、更に進んでいます。 

 

【今後の方向性】 

生活に困窮する人などが、必要なサービスを受けることができ、住み慣れた地域でそ

の人らしく生活ができるよう切れ目のない支援体制の充実に取り組みます。 

 

【主な取組】 

○生活困窮者への支援 

生活困窮者を早期に発見し、適切な支援につなげるため、CSW（コミュニティ

ソーシャルワーカー）、地域包括支援センターなど既存の相談事業などと密接に

連携し、相談機能のネットワーク化を促進します。 

 

○ひきこもり支援の充実 

   ひきこもり相談窓口として相談支援を実施し、医療機関や支援機関へのつなぎ、

訪問支援を行うほか、ひきこもり家族教室等を実施します。 

 

○子どもの貧困対策 

子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されないよう、貧困の連鎖を防止

することが重要であることから、庁内の関係部署や関係機関と連携して学習支援

事業や保護者の就労支援などの施策を進めます。 

 

○就労支援 

生活困窮者やシルバー世代、障害者、ひとり親家庭の親などの就労について、

ハローワークと連携し、自立相談支援事業※や地域就労支援センター※での相談事

業を行うなど、支援に取り組みます。  
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（３）災害時における避難行動要支援者に対する支援体制の充実 

【５年後を見据えた課題】 

○大規模災害発生時に、地域での助け合いや隣近所での助け合い（共助）の際の重要

な情報となる避難行動要支援者名簿※について、有効な利活用の仕組みが課題とな

っています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○大規模災害発生時の対応について、自分の身は自分で守る（自助）を基本に、地域

での助け合い（共助）や行政等（公助）が協働し、避難行動要支援者名簿の利活用

の仕組みの構築が進んでいます。 

 

【今後の方向性】 

南海トラフ地震等の発生が懸念されており、甚大な被害が予想されることから、災害

時にも強い支え合いのまちづくりのため、平常時から地域の様々な団体等が連携・協働

できる仕組みづくりや体制づくりに取り組みます。 

 

【主な取組】 

○避難行動支援体制の充実 

避難行動要支援者名簿の活用や更新を行うとともに、災害発生時に避難行動要

支援者の円滑な安否確認や避難などができるよう、地域の協力体制づくりを推進

します。 

 

○災害時の連携強化 

市内施設と協定を締結している福祉避難所※について、新型コロナウイルスを

はじめとする各種感染症の感染拡大防止を前提とした支援の在り方について検

討します。 
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２ 権利擁護

よ う ご

の推進 

（１）虐待やＤＶ防止等に向けた取組の推進 

【５年後を見据えた課題】 

○シルバー世代や障害のある人、子育て世帯などが地域の中で孤立すれば、虐待等の

発見が遅れることが課題となっています。 

○世帯の抱える課題が複雑化し、適切な対応を行う体制強化が課題となっています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○地域団体、警察等の関係機関との連携による見守り体制や、日常から声をかけ合え

る顔の見える関係づくりを進めています。 

○虐待やＤＶ等に係る調査や相談の中で把握した世帯全体が抱える様々な地域生活

課題についても、関係機関と連携して取り組みます。 

 

【今後の方向性】 

虐待、いじめ、ＤＶ等の問題を解決するため、市民などを対象に、虐待やＤＶへの一

層の理解を促進するとともに、シルバー世代、障害者、子ども、子育て世帯等の公的な

相談窓口について、周知するとともに、機能の充実を図ります。 

 

【主な取組】 

○虐待、ＤＶの理解促進 

市民を対象に、虐待や DVへの理解促進や相談窓口等の周知を徹底するととも

に、啓発等を行うことにより、発生の防止及び早期発見の強化を図ります。 

 

○相談機能の充実・連携 

専門的な知識・ノウハウの習得や関係機関の連携が進むよう、各相談機関や施

設等の従事者、行政職員等に対する研修を実施し、相談機能の強化等を図ります。 

 

○子どものいじめ防止対応の推進 

市子どもたちをいじめから守るための条例に基づき、寝屋川方式の「教育的ア

プローチ」（学校・教育委員会）、「行政的アプローチ」（市長部局）、「法的アプロ

ーチ」（外部機関）の三段階アプローチ等によるいじめ対策及びいじめの未然防止

施策に取り組みます。 
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（２）成年後見制度の利用促進 

【５年後を見据えた課題】 

○認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人をサポートする福

祉サービス利用援助事業や成年後見制度は利用者の増加が見込まれており、受け皿

や相談支援にあたる人材が不足する恐れが生じています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○判断能力が十分でない人が、本人の権利を守り、地域で安心して自立した生活を送

れる支援体制の整備が、進んでいます。 

○成年後見制度の更なる利用促進を行っています。 

 

【今後の方向性】 

成年後見制度や日常生活自立支援事業※の周知及び利用を促進します。 

成年後見制度等に関する研修会の開催を通じて、成年後見制度等の権利擁護事業につ

いて普及啓発に努め、必要な方の相談・利用の促進を図ります。 

 

【主な取組】 

○成年後見制度の利用促進〔寝屋川市成年後見制度利用促進計画〕 

認知症や知的・精神障害等により、判断能力が十分でない人が、本人の意思決

定支援に基づく成年後見制度の利用について相談できるよう、成年後見制度や相

談窓口の周知に取り組みます。 

また、成年後見制度の取組をより進めるため、地域連携ネットワークの構築と

中核機関の設置に努めます。 

さらに、判断能力が不十分で、親族がいないなどの理由で審判の申し立てがで

きない人については、市長申立制度を支援につなげるよう活用します。 
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  ３ 地域福祉を担う多様な人づくり 

（１）地域づくりにつながる人づくり 

【５年後を見据えた課題】 

○地域コミュニティの希薄化や担い手の減少・固定化・高齢化の進行等により、地域

福祉活動の担い手不足が課題となっています。 

○市民一人一人が地域福祉の「支え手」と「受け手」であり、人と人、人と社会資源

が世代や分野を超えてつながる地域共生社会についての理解が進んでいません。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○地域において、市民、民生委員・児童委員、校区福祉委員、自治会、地域協働協議

会、更生保護団体※、社会福祉協議会、社会福祉施設、企業、ＮＰＯなどの多様な主

体が集まり、自分たちが暮らし、活動する地域について考え、自分たちの地域を創

っていく取組が進んでいます。 

○地域福祉活動について、市民の周知や理解が進んでいます。 

 

【今後の方向性】 

地域福祉活動のさらなる広がりや新たな活動メニューについて、一緒に検討を行うな

ど、市民の自発性に基づき、その意欲・能力や状況に応じて主体的な関わりを促進する

取組を進めます。 

初めての人も気軽に地域福祉活動に取り組めるようなボランティア情報の発信や、活

動機会の提供など、参加のきっかけづくりを進めます。 

 

【主な取組】 

○人材発掘、機会創出 

地域において、見守り・声かけ活動や、高齢者などのサロン活動、子育て支援

活動などの地域福祉を支える人材を育成するため、参加のきっかけづくりに取り

組みます。 

 

〇更生保護団体への支援〔寝屋川市再犯防止推進計画〕 

犯罪や非行の防止と立ち直りを支える更生保護三団体（保護司会、更生保護女

性会、BBS会）が取り組む「社会を明るくする運動」の周知啓発などを通じて、

再犯防止に関する地域での理解を促進します。 

また、地域における更生保護の活動拠点である更生保護サポートセンター※の

運営支援や、更生保護三団体と再犯防止の取組に重要な就労・住居の支援機関と

の連携強化に取り組みます。 
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（２）教育・保育人材の確保 

【５年後を見据えた課題】 

○保育ニーズの増加や子どもや子育てを取り巻く環境の変化により、保育所等に求め

られる役割や機能が多様化・複雑化しています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○希望すれば全ての子どもが保育所等を利用でき、保育ニーズ等に対応する教育・保

育の機会が保証されています。 

 

【今後の方向性】 

保育士などの専門性を高める人材育成等について取組を進めて行くとともに、教育・

保育を提供する事業者が安定的に人材を確保できる取組や、事業者が質の高い教育・保

育を提供できるよう、職員研修の充実などに取り組みます。 

 

【主な取組】 

○教育・保育人材の就業促進、定着支援 

継続して待機児童をなくすために、保育士の処遇改善や保育所等で就労してい

ない保育士、いわゆる潜在保育士の就職促進などにより保育士を確保するととも

に、保育士等が働きやすい環境の整備に努めます。 

また、放課後子供教室や留守家庭児童会においても、教育・保育環境の充実に

努めます。 
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  ４ 生活と福祉を支える基盤強化 

（１）社会福祉協議会に対する活動支援 

【５年後を見据えた課題】 

○社会福祉協議会は、住民主体の理念のもと、地域の人々が住み慣れたまちで安心し

て生活することのできる「誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現をめざし、

様々な地域生活課題の解決に取り組んでいます。 

○地域の実情に応じた福祉サービスの提供や相談活動、ボランティアや住民活動のネ

ットワークづくり、福祉教育の推進など、必要とされる機能が増加しています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○社会福祉協議会が、地域福祉を推進する中核的な役割を担っています。 

○地域住民との連携のもと、地域生活課題の把握と解決に取り組んでいます。 

 

【今後の方向性】 

社会福祉協議会や福祉関係機関等と協議・連携し、地域の課題を地域で解決する取組

や共助の在り方を検討します。 

より実効性のある施策や事業とするため、地域福祉の推進を支援するための施策や事

業の企画・立案・実施にあたり社会福祉協議会と連携を図るとともに、情報提供につい

ても連携して双方で市民に提供できるよう取り組みます。 

 

【主な取組】 

○社会福祉協議会への活動支援 

社会福祉協議会が関係機関とのネットワークにより把握する地域生活課題を

踏まえ、効果的な施策検討を行うとともに、その推進に向けた広域的・専門的な

活動等に対して支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会のシンボルマーク 
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（２）健康と生きがいを高める福祉のまちづくり 

【５年後を見据えた課題】 

○高齢化が進む中で、若年層からの健康づくりが課題となっています。 

○地域におけるサロン活動など、地域ぐるみで行っている健康づくり活動を継続する

機運が低下しています。 

○生きがいづくりに向け、社会参加を促す環境づくりが課題となっています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○それぞれの世代の市民が自身の健康に関心を持ち、健康づくりのための行動を気に

掛けています。 

○地域包括ケアシステム※の構築における、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一

体的な推進を図り、市民主体の活動の機会・場づくりを進め、生活支援や介護予防

などの助け合い活動にもつなげています。 

 

【今後の方向性】 

市民の健康や日々の暮らしを支える活動や情報を発信し、健康を意識し心が豊かにな

るような心身を良好に保つ取組を進めます。 

 

【主な取組】 

○健康づくりの推進 

健康寿命の延伸に向けた心と身体の健康づくりの取組への支援を充実すると

ともに、地域に密着した保健・医療体制づくりを推進します。 

 

○介護予防事業の充実 

市民が参加しやすい介護予防の取組への支援を充実します。 

 

○生涯学習の推進 

主体的に取り組む意識づくりを支援するとともに、様々なニーズに応じた社会

参加を支援します。 

 

○交通等による移動手段の確保 

シルバー世代や障害者等の生活に必要な移動手段の確保に努めます。 
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（３）福祉サービスの質の確保に向けた法人等への指導及び監査 

【５年後を見据えた課題】 

○措置から契約への移行など福祉サービスの供給の在り方が変化する中、地域福祉の

中核的な担い手である社会福祉法人等においては、利用者の様々な福祉ニーズに対

応することが課題となっています。 

【あるべき姿・目指すべき姿＜ビジョン＞】 

○社会福祉法人や福祉サービス事業者等への指導及び監査等を通して、地域の実情や

要支援者のニーズにあわせた福祉サービスの提供が、さらに促進されています。 

 

【今後の方向性】 

市内の社会福祉法人及び福祉サービス事業者への集団指導や実地指導などにおいて

情報共有等を行い、市と事業者との連携を深め、介護サービスの安定提供、質の向上を

図ります。 

 

【主な取組】 

○社会福祉法人等への指導及び監査 

社会福祉法人や福祉サービス事業者等に、適切に指導及び監査等を行います。 
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１ 計画の推進体制 

（１）計画の周知 

地域福祉は、行政だけでなく、担い手となる市民、事業者、関係団体等が互いの特性

や能力を発揮し、連携・協力しながら取り組んでいくことが重要です。 

その前提として、本計画内容の十分な周知、そして理解が得られることが重要である

ため、広報やホームページなど多様なＰＲ媒体を活用し、様々な機会を通じて本計画を

周知していきます。 

 

（２）市と社会福祉協議会の連動による取組の推進 

地域福祉の推進には、福祉分野だけに限らず、医療、産業、労働、教育、防災、交通

等生活の基盤となる様々な分野との連携が重要になります。 

また、本市と社会福祉協議会が緊密に連携・協働して、様々な担い手とともに本計画

に係る取組を推進します。 

 

（３）計画の管理と推進 

本計画は、基本理念に基づき市民と行政等が協働して取り組むべきものです。 

そこで、庁内関係課等との連携により取組状況を精査するとともに、学識経験者や

市内の関係団体等で構成される「寝屋川市地域福祉計画推進委員会」による審議を踏

まえ、計画の推進に努めます。 

 

 

 

  

計画の推進 

第 

４ 章 
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１ 寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則（平成２５年寝屋川市規則第１６号）  

（趣旨） 

第１条 この規則は、寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例（昭和39年寝屋川市条例第27号）

第３条の規定に基づき、寝屋川市地域福祉計画推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員 15人以内で組織する。 

（委員） 

第３条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 公募による市民 

⑵ 学識経験を有する者 

⑶ 寝屋川市の区域内（以下「市内」という。）において高齢者福祉活動を行う団体の構成員 

⑷ 市内において児童福祉活動を行う団体の構成員 

⑸ 市内において障害者福祉活動を行う団体の構成員 

⑹ 市内で活動するボランティア団体の構成員 

⑺ 市内において医療活動に従事する者 

⑻ 寝屋川市社会福祉協議会の構成員 

⑼ 民生委員法（昭和23年法律第198号）第３条及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）第16条

第１項の規定により寝屋川市の区域に置かれた民生委員・児童委員 

２ 委員の任期は、２年以内で、市長の定める期間とし、再任されることができる。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 委員長は、会務を総務し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（資料の提出等の要求等） 

第６条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員に対し、資

資料編 
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料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以

外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（報告） 

第７条 委員会は、審議の結果を速やかに市長に報告するものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

この規則は、平成 25年４月１日から施行する。 

（略） 
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  ２ 寝屋川市地域福祉計画推進委員会委員名簿  （敬称略） 

令和２年 8月 19日現在 

No. 資格 
委員会 

役職 
氏 名 団 体 名 等 

1 
公募による市民 

（規則第３条第１号） 

委員 中島 順一 公募による市民 

2 委員 松谷 満利子 公募による市民 

3 

学識経験を有する者 

（規則第３条第２号） 

委員長 岡田 忠克 
関西大学 学長補佐 

人間健康学部 教授 

4 委員 林堂 佳子 
弁護士法人青雲法律事務所 

弁護士 

5 委員 岸川 久美子 
岸川久美子司法書士事務所 

司法書士 

6 市内において高齢者福

祉活動を行う団体の構成

員 

（規則第３条第３号） 

委員 安藤 紘一 
寝屋川市老人クラブ連合会 

会長 

7 委員 三和 清明 
寝屋川高齢者サポートセンタ

ー運営協議会 事務局長 

8 
市内において児童福祉

活動を行う団体の構成員 

（規則第３条第４号） 

委員 園田 茂香 ＮＰＯ法人芽ばえ 理事長 

9 市内において障害者福

祉活動を行う団体の構

成員 

（規則第３条第５号） 

委員 大西 正禮 

寝屋川市障害児者福祉施設協

議会 構成組織 社会福祉法人

療育・自立センター 理事長 

10 委員 朽見 圭子 
寝屋川市障害者団体協議会 

書記長 

11 
市内で活動するボラン

ティア団体の構成員 

（規則第３条第６号） 

委員 森田 正信 
登録ボランティアグループ連絡

会 会長 

12 
市内において医療活動

に従事する者 

（規則第３条第７号） 

副委員

長 
伊与田 賢也 

一般社団法人 寝屋川市 

医師会 常務理事 

13 
寝屋川市社会福祉協

議会の構成員 

（規則第３条第８号） 

委員 郡  美博 
社会福祉法人寝屋川市社会

福祉協議会 副会長 

14 
寝屋川市の区域に置か

れた民生委員・児童委員 

（規則第３条第９号） 

委員 辻岡 喜久雄 
寝屋川市民生委員児童委員

協議会 会長 

※ 寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則第３条における規定順 
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  ３ 寝屋川市社会福祉審議会条例（平成３０年寝屋川市条例第５０号） 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という｡)第７条第１項及び就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第25条の規定

に基づき、寝屋川市社会福祉審議会（以下「審議会」という｡)を置く。 

（定義） 

第２条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。 

（調査審議事項） 

第３条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

⑴ 法第７条第１項に規定する社会福祉に関する事項 

⑵ 法第12条第１項の規定に基づく児童福祉に関する事項 

⑶ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第３項、第

21条第２項及び第22条第２項の規定により合議制の機関の権限に属させられた事項 

（専門分科会の設置） 

第４条 審議会に、法第12条第２項の規定により読み替えられた法第11条第１項の規定により、民

生委員審査専門分科会、身体障害者福祉専門分科会及び児童福祉専門分科会を置くほか、法第11

条第２項の規定により、社会福祉法人の設立認可等に関する事項を調査審議するため、社会福祉

法人設立認可等審査専門分科会を置く。 

（専門分科会の組織及び運営） 

第５条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く｡)に属すべき委員及び臨時委員は、

委員長が指名する。 

２ 専門分科会ごとに専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員（民生委員

審査専門分科会にあっては、委員）の互選によってこれを定める。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を掌理する。 

４ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長

の指名する委員又は臨時委員（民生委員審査専門分科会にあっては、委員）がその職務を代理す

る。 

５ 審議会は、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この項において同じ｡)において

調査審議する事項に関して諮問を受けたときは、専門分科会の決議をもって審議会の決議とす

ることができる。 

（審査部会） 

第６条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185条。以下「令」という｡)第３条第１項に定めるも

ののほか、専門分科会に審査部会を置くことができる。 

２ 審議会は、審査部会（令第３条第１項に規定する審査部会を除く。以下この項において同じ｡)

において調査審議する事項に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって審議会の決

議とすることができる。 

（委員等の守秘義務） 

第７条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、
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また同様とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

２・３ （略） 
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  ４ 寝屋川市社会福祉審議会規則（平成３１年寝屋川市規則第５０号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、寝屋川市社会福祉審議会条例（平成30年寝屋川市条例第50号。以下「条例」

という｡)第８条の規定に基づき、寝屋川市社会福祉審議会（以下「審議会」という｡)の組織及び

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、３年以内で市長が定める期間とし、再任されることができる。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 臨時委員の任期は、当該臨時委員に係る特別の事項の調査審議が終了するときまでとする。 

（委員長の職務代理） 

第４条 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長は、委員（議事に関係のある臨時委員を含む。以下この条において同じ｡)の４分の１以

上の者から審議すべき事項を示して招集の請求があったときは、審議会の会議を招集しなけれ

ばならない。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（専門分科会） 

第６条 条例第４条に規定する専門分科会は、それぞれ次の各号に掲げる事項について調査審議

する。 

⑴ 民生委員審査専門分科会 

民生委員の適否の審査に関する事項 

⑵ 身体障害者福祉専門分科会 

身体障害者の福祉に関する事項 

⑶ 児童福祉専門分科会 

 ア 児童の福祉に関する事項 

イ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の15第４項及び第35条第６項に規定する認可

に関する事項 

ウ 児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令に関する事項 

エ 認可外保育施設の事業の停止命令又は施設の閉鎖命令に関する事項 

オ 家庭的保育事業者等に対する設備及び運営の向上のための勧告に関する事項 

カ 放課後児童健全育成事業者に対する設備及び運営の向上のための勧告に関する事項 

キ 児童福祉施設の整備のうち重要事項についての審査に関する事項 
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ク 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律

第77号）第17条第３項に規定する認可、同法第21条第２項に規定する命令及び同法第22条第

２項に規定する認可の取消しに関する事項 

ケ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第７条の規定により地方社会福

祉審議会の権限に属させられた事項 

コ 母子保健法（昭和40年法律第141号）第７条の規定により社会福祉審議会の権限に属させ

られた事項 

⑷ 社会福祉法人設立認可等審査専門分科会 

ア 社会福祉法人の設立、解散又は合併の認可に関する事項 

イ 社会福祉法人に対する社会福祉法（昭和26年法律第45号）第56条第７項の規定に基づく業

務の停止命令又は同法第56条第８項の規定に基づく解散命令に関する事項 

ウ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第18条の２第３項の規定に基づく老人居宅生活支援

事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの事

業の制限命令又は停止命令に関する事項 

エ 老人福祉法第19条第２項の規定に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの事業

の廃止命令又は設置の認可の取消しに関する事項 

２ 前条の規定は、専門分科会において準用する。この場合において同条第１項及び第２項中「委

員長」とあるのは「専門分科会長」と、同項中「議事に関係のある臨時委員」とあるのは「民生

委員審査専門分科会以外の専門分科会にあっては、議事に関係のある臨時委員」と読み替えるも

のとする。 

（審査部会） 

第７条 社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第３条第１項の規定により、身体障害者福祉

専門分科会に第１審査部会を、条例第６条第１項の規定により、身体障害者福祉専門分科会に第

２審査部会を、児童福祉専門分科会に母子父子寡婦福祉資金審査部会を置く。 

２ 前項に規定する審査部会が調査審議する事項は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 第１審査部会 

ア 身体障害者の障害程度の審査に関する事項 

イ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第２項の規定に基づく医師の指定に関

する事項 

ウ 身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第３項に規定する医師の指定の取

消しに関する事項 

⑵ 第２審査部会 

育成医療及び更生医療を担当する医療機関の指定及び指定の取消しに関する事項 

⑶ 母子父子寡婦福祉資金審査部会 

母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条に規定する母子福祉資金、同法第31条の６に規定する

父子福祉資金及び同法第32条に規定する寡婦福祉資金の貸付けに関する事項 

３ 審査部会（第１審査部会を除く｡)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

４ 審査部会に審査部会長を置き、その審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれ

を定める。 

５ 審査部会長は、その審査部会の会務を掌理する。 
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６ 審査部会長に事故があるとき、又は審査部会長が欠けたときは、あらかじめ審査部会長の指名

する委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

７ 第５条の規定は、審査部会について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項中「委

員長」とあるのは、「審査部会長」と読み替えるものとする。 

８ 前項の規定にかかわらず、審査部会は、緊急の必要があるときその他審査部会長が必要と認め

るときは、会議を開かず持ち回りの方式による回議により、議事を決することができる。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ （略） 
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  ５ 寝屋川市社会福祉審議会委員 名簿     （敬称略） 

令和２年 12月 1日現在 

№  
委員会 

役職 
氏 名 団 体 名 等 

１ 委員長 青山 さつき 一般社団法人寝屋川市医師会 副会長 

２ 委員 岩渕 善美 平安女学院大学短期大学部保育科教授 

３ 委員 岡  庄吾 岡会計事務所 公認会計士 

４ 委員 岡  由美 寝屋川市議会 副議長 

５ 委員 北川 光昭 寝屋川市議会 議長 

６ 委員 久保田 健一郎 大阪国際大学短期大学部幼児保育学科教授 

７ 副委員長 塩見 恭平 はちかづき法律事務所 代表弁護士 

８  委員 下川 隆夫 社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会 会長 

９ 委員 辻岡 喜久雄 寝屋川市民生委員児童委員協議会 会長 

10 委員 徳岡 博巳 龍谷大学・京都ノートルダム女子大学 非常勤 

11 委員 中川 芳行 寝屋川市市政協力委員自治推進協議会 会長 

12 委員 山下 英三郎 一般社団法人寝屋川市医師会 常務理事 

※ 五十音順 
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  ６ 本市の地域福祉を取り巻く現状 

（１）人口の状況 

① 年齢３区分別人口と高齢化率※の推移 

総人口は、年々減少し、令和２年４月１日現在 231,189 人となっています。また、

年齢３区分別人口構成の推移をみると、年少人口（0～14 歳）は減少しているのに対

し、老年人口（65 歳以上）は増加し、高齢化率は令和２年４月１日現在 29.8％となっ

ています。 

年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：寝屋川市ホームページ統計資料（各年４月１日現在） 

※総人口は年齢不詳者を除く。 

② 人口ビジョン〔目標〕 

平成 28 年２月に策定した「寝屋川市人口ビジョン」において、『令和 22年（2040

年）の目標人口を 20万人』としています。また、第六次総合計画の目標年次である令

和９年度（2027 年度）の将来人口を「人口ビジョン」による推計人口から「22 万人」

と想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：寝屋川市人口ビジョン  
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（２）高齢者の状況 

① 前期高齢者、後期高齢者の推移 

高齢者人口の内訳をみると、前期高齢者（65～74 歳）は年々減少しており、令和２

年４月１日現在 33,339 人となっています。一方で後期高齢者（75 歳以上）は年々増

加しており、令和２年４月１日現在 35,440人となっています。 

 

前期高齢者、後期高齢者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：寝屋川市ホームページ統計資料（各年４月１日現在） 

 

② 介護保険第１号被保険者数の推移 

第１号被保険者数は、年々増加しており、令和元年度末現在 68,808 人となってい

ます。 

 

介護保険第１号被保険者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護室資料 介護保険事業状況報告（各年度末現在） 

 

  

介護保険事業状況報告（各年度３月31日現在）
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36 

 

③ 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、年々増加しており、令和元年度末現在 12,767 人とな

っています。 

 

要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護室資料 介護保険事業状況報告（各年度末現在） 

 

 

④ 地域包括支援センター相談件数の推移 

地域包括支援センター相談件数は、平成 29 年度まで年々増加していましたが、平成

30 年度以降減少しており、令和元年度では 5,671件となっています。 

 

地域包括支援センター相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域包括支援センター事業報告書（各年度末現在） 

 

  

介護保険事業状況報告（各年度３月31日現在）
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⑤ 老人クラブ会員数及び団体数の推移 

老人クラブ会員数及び団体数は、会員数、団体数ともに減少傾向となっており、令和

２年４月 1日現在、クラブ数が 9,029クラブ、団体数が 123 団体となっています。 

 

老人クラブ会員数及び団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護室資料（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

  

市老連提供　会長・役員名簿（各年度４月１日現在）
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（３）障害のある人の状況 

① 身体障害者手帳所持者数の推移 

等級別の身体障害者手帳所持者数は、令和２年４月１日現在、１級の手帳所持者数が

2,719 人で最も多く、次いで４級の手帳所持者数が 2,209 人となっています。また、

５級、６級等の手帳所持者数は増加傾向にあり、１～４級の手帳所持者数は減少傾向に

あります。 

 

身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：障害福祉課資料（各年４月１日現在） 

 

② 療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者数は、令和２年４月１日現在、A 判定の手帳所持者数が 1,132 人で

最も多く、次いで C 判定の手帳所持者数が 1,032人となっています。また、いずれの

判定の手帳所持者数も年々増加しています。 

 

療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：障害福祉課資料（各年４月１日現在）  

障害福祉課管理資料（各年４月１日現在）
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③ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

精神障害者手帳所持者数は、令和２年４月１日現在、２級の手帳所持者数が 1,501

人で最も多く、次いで３級の手帳所持者数が 726 人となっています。また、３級の手

帳所持者数は増加傾向にあり、１級の手帳所持者数は減少傾向にあります。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課資料（各年４月１日現在） 

 

④ 障害者基幹型相談支援センター相談件数の推移 

障害者基幹型相談支援センターの相談件数は、令和元年度末現在 14,988 件となっ

ています。 

 

 

障害者基幹型相談支援センター相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課資料（各年度末現在） 

 

  

障害福祉課管理資料（各年度３月31日現在）

14,359

17,054

14,988

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度

(件)

障害福祉課管理資料（各年４月１日現在）

226 190 181 162 158

1,506 1,579 1,637
1,461 1,501

430 494 554
613

726

2,162 
2,263 

2,372 
2,236 

2,385 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

(人)

１級 ２級 ３級
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（４）生活保護の状況 

① 生活保護世帯数、生活保護人員の推移 

生活保護世帯数は、増加傾向となっており、令和元年度末では 5,437 世帯となって

います。一方、生活保護人員の推移は減少傾向となっており、令和元度では 7,205 人

となっています。 

 

 

生活保護人員、生活保護世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保護課資料（福祉行政報告）（各年度末現在） 

 

 

 

 

 

  

5,338 5,373 5,388 5,448 5,437

7,510 7,362 7,250 7,253 7,205

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

2,000

4,000

6,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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生活保護世帯数 生活保護人員
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（５）地域活動団体等の状況 

① 自治会数・自治会加入率の推移 

自治会数は、平成 30 年以降、横ばいで推移しており、令和２年４月１日現在 200

団体となっています。また、自治会加入率の推移をみると、緩やかに減少傾向となって

おり、令和２年４月１日現在 86.3％となっています。 

 

自治会数・自治会加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民活動振興室資料（各年４月１日現在） 

 

② 市民活動振興室のＮＰＯ法人登録団体数の推移 

市民活動振興室のＮＰＯ法人登録団体数は、横ばいで推移しており、令和元年度末現

在 67 団体となっています。 

 

 

ＮＰＯ法人登録団体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民活動振興室資料（各年度末現在） 

  

198 199 200 200 200

89.6 87.9 88.1 86.9 86.3 
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(％)(団体)

市民活動振興室管理資料（各年３月31日現在）
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③ 社会福祉協議会のボランティア登録数の推移 

社会福祉協議会登録ボランティア団体数は、50 団体前後で推移しており、令和元年

度では 51 団体となっています。また、登録人数は減少傾向となっており、令和元年度

では 37 人となっています。 

 

ボランティア登録数の推移 

 

単位：団体、人 

項目 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

ボランティア団体数 
55 

(1,438人） 

55 

（1,331人） 

52 

（1,133人） 

55 

（1,201人） 

51 

（1,017人) 

ボランティア登録人数 43 42 48 48 37 

資料：社会福祉協議会事業報告書（各年度末現在） 

 

 

④ ＣＳＷ相談件数の推移 

ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）とは、地域の方と一緒に、誰もが「孤立」

することのないよう、地域で支える仕組みづくりを進める役割の人を言います。ＣＳＷ

相談件数の推移は、増減を繰り返しながらも増加傾向となっており、令和元年度では

982 件となっています。（社会福祉協議会：ＣＳＷの人数７人） 

 

 

ＣＳＷ相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉協議会事業報告書（各年度末現在） 

 

 

  

社会福祉協議会事業報告書

908
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1,035
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0
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⑤ こども相談窓口相談件数の推移 

こども相談窓口相談件数は、平成 30 年度まで年々増加していましたが、令和元年度

に減少し、1,791 件となっています。 

 

こども相談窓口相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こどもを守る課資料（福祉行政報告）（各年度末現在） 

 

 

⑥ 民生委員・児童委員の人数の推移 

民生委員・児童委員の人数は、平成 30 年まで年々増加していましたが、令和元年の

一斉改選を機に減少し、令和２年４月１日現在326人となっています（定数355人）。 

 

民生委員・児童委員の人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉総務課資料（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

  

福祉総務課管理資料（各年４月１日現在）
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⑦ 福祉基金への寄附件数及び金額の推移 

 

福祉基金への寄附件数と金額の推移 

 
単位：件、円 

項目 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

寄附件数 3 4 8 23 78 

寄付金額 306,908 82,276 80,000 205,439,481 1,469,832 

資料：福祉総務課資料（各年度５月 31日現在） 

 

（６）医療費の状況 

① 国民健康保険医療費及び健康保険医療費の推移 

国民健康保険の一人当たりの医療費は、一般被保険者、前期高齢者ともに年々増加し

ており、令和元年度では一般被保険者が 400,052 円、前期高齢者が 587,319 円と

なっています。また、健康保険の一人当たりの医療費（後期高齢者）の推移をみると、

増減を繰り返しながら減少傾向となっており、令和元年度では 1,016,102 円となって

います。 

 

 

国民健康保険医療費及び健康保険医療費の推移 

 
単位：円 

項目 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

国民健康保険 
一人当たりの医療費
（一般被保険者） 

355,949 366,961 375,140 381,911 400,052 

国民健康保険 
一人当たりの医療費
（前期高齢者） 

550,906 558,339 558,730 562,387 587,319 

健康保険 
一人当たりの医療費 

（後期高齢者） 

998,968 972,768 1,014,208 997,002 1,016,102 

資料：国民健康保険事業状況報告書（事業年報）   

大阪府後期高齢者広域連合市町村ホームページ 
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  ７ アンケート調査からみる地域福祉の現状 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

本調査は、第４次寝屋川市地域福祉計画の策定にあたり、基礎資料を得ることを目的

として実施したものです。 

 

② 調査対象 

市民調査：寝屋川市在住の 18 歳以上の市民 

団体調査：寝屋川市内で地域福祉に関わる活動や事業を行っている団体 

 

③ 調査期間 

令和元年 10月 11 日から令和元年 11 月 29 日まで 

 

④ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

⑤ 回収状況 

 有効配布数 有効回収数 有効回収率 

市民 2,996 通 1,429 通 47.7％ 

団体 597通 328通 54.9％ 
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（２）市民調査結果 

① 市の福祉に関する情報の取得先 

「市の広報誌」の割合が 79.6％と最も高く、次いで「自治会の回覧板」の割合が

33.7％、「インターネット」の割合が 16.9％となっています。 

年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ「社会福祉協議会その他福祉団体の広報誌」

「自治会の回覧板」「新聞、テレビなど」の割合が、年齢が低くなるにつれ「インターネ

ット」の割合が高くなる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 近所の人との交流の頻度 

ア 回答者自身 

「あいさつをする程度」の割合が 52.8％と最も高く、次いで「道などで会えば親し

く話をする人がいる」の割合が 50.5％、「困ったときには相談したり助けあう人がいる」

の割合が 33.1％となっています。 

平成 27 年度と比較すると、「あいさつをする程度」「ほとんど（全く）つきあいはな

い」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

あいさつをする程度

道などで会えば親しく話をする
人がいる

困ったときには相談したり助け
あう人がいる

家を行き来するような親しい人

がいる

ほとんど（全く）つきあいはない

無回答

52.8

50.5

33.1

24.1

13.2

3.1

0.0

30.9

50.6

33.1

25.9

5.9

4.1

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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％

困っていることがない

暮らし向き（経済的な状況）がよ
くない

力仕事や屋外の掃除などに不
自由を感じている

隣近所とのコミュニケーションが
取れていないと感じている

倒れてしまったときなどに、気づ
いて対応してくれる人がいない

病気になったり急な用事ができ
たときに支えてくれる人がいな
い

外出のときの移動が大変である

近所の人などとのつきあいが難
しい

自分や家族に介護が必要で、
負担が大きい

日常の買物（食料品、日用品な
ど）に不自由を感じている

食事の支度や掃除、洗濯など
の日常の家事に不自由を感じ
ている

話し相手や相談相手がいない

災害時に自分で避難することが
難しく、支えてくれる人もいない

さまざまな活動を行っていく場
所がない

子育ての負担が大きい

いじめや虐待、権利を侵害され
る扱いを受けている

その他

無回答

17.0

12.0

11.1

11.0

10.6

9.3

7.4

7.1

6.5

5.9

5.4

5.3

4.9

4.1

3.8

1.3

2.4

44.1

0.0

55.0

10.5

8.8

8.6

8.7

7.0

6.8

5.1

4.3

3.8

7.2

3.8

3.2

1.2

1.0

12.5

0 20 40 60

－ 

－ 

 

③ 日常生活で困っていることや助けてほしいと思うような特に困っていること 

ア 困っていること 

「困っていることがない」の割合が 17.0％と最も高く、次いで「暮らし向き（経済

的な状況）がよくない」の割合が 12.0％、「力仕事や屋外の掃除などに不自由を感じて

いる」の割合が 11.1％となっています。 

平成 27 年度と比較すると、「困っていることがない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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イ 特に困っていること 

「暮らし向き（経済的な状況）がよくない」の割合が 3.1％と最も高くなっています。 

平成 27 年度と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)

暮らし向き（経済的な状況）がよ

くない

病気になったり急な用事ができ

たときに支えてくれる人がいな
い

外出のときの移動が大変である

自分や家族に介護が必要で、

負担が大きい

隣近所とのコミュニケーションが

取れていないと感じている

子育ての負担が大きい

話し相手や相談相手がいない

日常の買物（食料品、日用品な

ど）に不自由を感じている

食事の支度や掃除、洗濯など

の日常の家事に不自由を感じ

ている

災害時に自分で避難することが

難しく、支えてくれる人もいない

さまざまな活動を行っていく場
所がない

近所の人などとのつきあいが難

しい

いじめや虐待、権利を侵害され

る扱いを受けている

その他

困っていることがない

無回答

倒れてしまったときなどに、気づい

て対応してくれる人がいない

力仕事や屋外の掃除などに不自
由を感じている

3.1

2.0

1.9

1.9

1.8

1.7

1.4

1.3

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

0.8

0.6

1.3

0.8

0.0

3.2

2.1

2.5

1.7

1.1

1.3

－

1.5

1.2

0.9

0.7

1.3

－

0.8

0.2

0.6

－

0

90.3

91.9

％

80 100
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④ 福祉、介護、子育てなどに関する困りごとの相談先 

「家族や親族」の割合が 76.4％と最も高く、次いで「寝屋川市の公的な相談窓口」

の割合が 39.2％、「友人や知人・職場の同僚」の割合が 34.1％となっています。 

平成 27 年度と比較すると、「民生委員や福祉委員」「どこに相談すればよいか、わか

らない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家族や親族

寝屋川市の公的な相談窓口

市・府などの公的な相談窓口

友人や知人・職場の同僚

地域包括支援センター（高齢者
の総合相談窓口）

医療機関（病院・診療所など）や

薬局

近所の人

福祉の施設やサービス提供事
業所

大阪府の公的な相談窓口

学校・幼稚園・保育所（園）・認
定こども園

障害者・障害児の相談支援事

業所

地域子育て支援拠点（地域子

育て支援センター・つどいの広

場）

社会福祉協議会

まちかど福祉相談所（住民が中

心の地域の相談窓口）

子育て世代包括支援センター

その他

どこに相談すればよいか、わか

らない

相談できる人（ところ）はない

だれか（どこか）に相談したいと

は思わない

無回答

民生委員や福祉委員

76.4

39.2

0.0

34.1

18.8

17.2

10.5

9.2

7.5

5.5

4.4

4.0

3.6

3.6

2.3

－

1.5

1.6

0.6

1.4

2.1

71.9

－

38.0

33.2

17.4

18.9

11.2

11.5

－

0.0

5.6

－

0.0

4.7

－

0.0

0.8

8.2

1.6

1.7

6.6

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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％

家族や親族

相談するような困ったことは

なかった

友人や知人・職場の同僚

寝屋川市の公的な相談窓口

市・府などの公的な相談窓口

医療機関（病院・診療所など）や

薬局

地域包括支援センター
（高齢者の総合相談窓口）

近所の人

福祉の施設やサービス提供事

業所

学校・幼稚園・保育所（園）・認
定こども園

地域子育て支援拠点（地域子
育て支援センター・つどいの広

場）

障害者・障害児の相談支援

事業所

民生委員や福祉委員

大阪府の公的な相談窓口

社会福祉協議会

まちかど福祉相談所

（住民が中心の地域の相談窓
口）

子育て世代包括支援センター

その他

どこに相談すればよいか、

わからなかった

だれ（どこ）にも相談していない

無回答

相談できる人（ところ）はなかった

43.0

26.1

21.1

12.3

0.0

11.3

8.0

7.2

5.6

4.2

3.0

2.9

2.6

1.7

0.9

0.6

－

1.3

1.3

0.5

3.3

9.7

40.2

24.7

20.3

－

13.9

11.4

6.4

7.5

6.0

－

0.0

1.6

－

0.0

1.5

－

0.0

1.0

1.9

0.5

3.0

15.0

0 10 20 30 40 50

 

⑤ これまで福祉、介護、子育てなどで困ったときに、実際に相談した先 

「家族や親族」の割合が 43.0％と最も高く、次いで「相談するような困ったことは

なかった」の割合が 26.1％、「友人や知人・職場の同僚」の割合が 21.1％となってい

ます。 

平成 27 年度と比較すると、大きな変化はみられません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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⑥ 身近な地域における住民同士の助け合い、支え合いの推進にむけて力を入

れたらよいと思うこと 

「地域での活動拠点や

交流の場の整備」の割合

が 38.4％と最も高く、

次いで「住民同士の助け

合い・支え合い活動の調

整を行う人材の育成」の

割合が 32.8％、「住民同

士の助け合い・支え合い

活動の場の整備」の割合

が 32.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、他に比べ、18歳～29歳、30歳～39歳で「地域での活動拠点や

交流の場の整備」の割合が高くなっています。 

また、18歳～29歳で「地域での防災活動の推進」の割合が高くなっています。 
単位：％ 

 

回
答
者
数
（件
） 

地
域
で
の
活
動
拠
点
や
交
流
の
場

の
整
備 

地
域
の
助
け
合
い
活
動
の
意
義
と

重
要
性
の
Ｐ
Ｒ 

住
民
同
士
の
助
け
合
い
・支
え
合
い

活
動
の
場
の
整
備 

住
民
同
士
の
助
け
合
い
・支
え
合
い

活
動
の
調
整
を
行
う
人
材
の
育
成 

地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
体
制
の

充
実 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
やN

P
O

等
へ

の
支
援 

地
域
で
の
防
災
活
動
の
推
進 

成
年
後
見
制
度
等
の
権
利
擁
護
の

推
進 

生
活
困
窮
世
帯
の
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

18～29 歳 76 43.4 14.5 35.5 26.3 21.1 15.8 28.9 7.9 15.8 10.5 3.9 

30～39 歳 120 50.8 23.3 33.3 35.8 20.8 13.3 20.8 5.0 8.3 5.8 7.5 

40～49 歳 172 39.0 20.3 27.3 23.8 19.8 12.8 20.3 4.1 8.1 4.7 13.4 

50～59 歳 180 36.1 23.9 23.3 31.1 23.9 16.1 18.3 5.0 11.7 8.3 11.1 

60～69 歳 215 41.9 24.2 39.1 37.2 27.9 10.2 25.1 6.0 13.0 4.2 12.6 

70 歳以上 476 35.3 28.4 34.9 34.0 27.9 12.4 19.7 5.0 10.3 3.6 20.6 
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⑦ 福祉に関する活動への参加状況 

全ての福祉活動において「参加したいとは思わない」の割合が高くなっています。

次いで「今後、参加者として参加してみたい」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、18歳～49歳で「今後、参加者として参加してみたい」の割合が

約２割程度となっています。 
単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（件
） 

１ 

運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
し
て

い
る 

２ 

参
加
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る 

３ 

今
後
、
運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参

加
し
て
み
た
い 

４ 

今
後
、
参
加
者
と
し
て
参
加
し
て

み
た
い 

５ 

参
加
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

①自治会、地域協働協議会、校区福祉委員会（サロ

ン）などの身近な地域での福祉活動 
1,429 3.6 5.7 2.1 16.6 41.8 31.4 

②ボランティア、ＮＰＯなどの団体での福祉活動 1,429 2.2 2.0 2.4 14.8 43.8 35.4 

③同じ福祉ニーズや課題をもつ人どうしの当事者活動 1,429 0.7 1.3 1.5 15.2 40.7 41.1 

④その他 1,429 0.3 0.3 0.1 1.1 10.6 87.6 

⑤特にない 1,429 1.0 0.5 0.4 2.3 17.1 79.8 
 
 

○自治会、地域協働協議会、校区福祉委員会（サロン）などの身近な地域での福祉

活動 【年齢別】 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て 

参
加
し
て
い
る 

参
加
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る 

今
後
、
運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

参
加
し
て
み
た
い 

今
後
、
参
加
者
と
し
て 

参
加
し
て
み
た
い 

参
加
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

18歳～29歳 90  － 1.1  3.3  22.2  58.9  16.7  

30歳～39歳 145  0.7  6.2  0.7  25.5  54.5  13.1  

40歳～49歳 204  1.5  4.4  3.4  16.2  54.9  20.6  

50歳～59歳 199  1.5  2.0  2.0  20.6  54.8  20.1  

60歳～69歳 239  5.9  5.0  2.9  20.9  37.7  29.3  

70歳以上 515  5.6  9.1  1.6  10.3  28.2  46.4  
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○ボランティア、ＮＰＯなどの団体での福祉活動 【年齢別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て 

参
加
し
て
い
る 

参
加
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る 

今
後
、
運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し
て

参
加
し
て
み
た
い 

今
後
、
参
加
者
と
し
て 

参
加
し
て
み
た
い 

参
加
し
た
い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

18歳～29歳 90  2.2  2.2  5.6  23.3  53.3  15.6  

30歳～39歳 145  2.1  0.7  0.7  25.5  55.2  15.9  

40歳～49歳 204  0.5  1.5  3.9  17.2  57.8  19.6  

50歳～59歳 199  2.0  － 4.5  18.6  54.3  21.1  

60歳～69歳 239  1.3  3.3  2.9  16.3  44.4  33.1  

70歳以上 515  3.7  2.9  1.0  7.4  30.3  55.5  

 

 

○同じ福祉ニーズや課題をもつ人どうしの当事者活動 【年齢別】 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

運
営
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
参
加
し
て
い
る 

参
加
者
と
し
て
参
加

し
て
い
る 

今
後
、
運
営
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
参
加
し
て
み

た
い 

今
後
、
参
加
者
と
し
て

参
加
し
て
み
た
い 

参
加
し
た
い
と
は
思

わ
な
い 

無
回
答 

18歳～29歳 90  － 2.2  2.2  21.1  54.4  20.0  

30歳～39歳 145  0.7  － 2.1  23.4  55.9  18.6  

40歳～49歳 204  0.5  0.5  2.0  21.1  55.4  21.6  

50歳～59歳 199  1.0  0.5  2.5  18.1  50.3  27.6  

60歳～69歳 239  － 1.7  － 16.7  38.9  43.1  

70歳以上 515  1.2  1.9  1.6  8.0  26.2  61.6  
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⑧ 福祉に関する活動に参加していない、または、参加しない理由 

「仕事のため時間がとれない」の割合が 45.9％と最も高く、次いで「健康や体力に

自信がない」の割合が 25.5％、「人間関係などがわずらわしい」の割合が 19.3％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、他に比べ、30歳～39歳、40歳～49歳で「仕事のため時間がと

れない」「家事や育児が忙しく時間がとれない」の割合が高くなっています。また、

18歳～29歳で「趣味や余暇の時間がなくなる」「興味をもてる活動がない」「きっか

けがない」の割合が、70歳以上で「健康や体力に自信がない」の割合が高くなってい

ます。 
単位：％ 

  

回
答
者
数
（件
） 

仕
事
の
た
め
時
間
が

と
れ
な
い 

家
事
や
育
児
が
忙
し

く
時
間
が
と
れ
な
い 

介
護
等
に
よ
り
時
間

が
と
れ
な
い 

趣
味
や
余
暇
の
時
間

が
な
く
な
る 

健
康
や
体
力
に
自
信

が
な
い 

一
緒
に
参
加
す
る
仲

間
が
い
な
い 

人
間
関
係
な
ど
が
わ

ず
ら
わ
し
い 

興
味
を
も
て
る
活
動

が
な
い 

ど
の
よ
う
な
活
動
が

あ
る
か
わ
か
ら
な
い 

き
っ
か
け
が
な
い 

そ
の
他 

特
に
理
由
は
な
い 

無
回
答 

18～29 歳 69 46.4 11.6 - 21.7 5.8 15.9 17.4 21.7 21.7 30.4 5.8 5.8 2.9 

30～39 歳 111 70.3 51.4 0.9 17.1 12.6 15.3 18.9 10.8 20.7 14.4 2.7 2.7 3.6 

40～49 歳 153 67.3 30.1 2.6 9.8 11.8 7.8 19.0 9.8 16.3 19.0 - 3.9 2.0 

50～59 歳 155 63.9 11.0 11.0 14.2 20.0 10.3 18.1 9.7 19.4 16.8 1.3 4.5 5.2 

60～69 歳 167 47.3 4.2 10.2 11.4 22.8 12.0 24.0 9.6 20.4 21.0 2.4 4.2 7.8 

70 以上 257 10.9 2.3 3.9 6.6 51.0 8.6 17.5 4.3 16.0 16.7 8.2 3.9 13.6 
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⑨ 市民が福祉に関する活動にもっと参加するために“特に効果的”だと思う取組 

「気軽に参加できる活動を増やす」の割合が41.1％と最も高く、次いで「多様な活

動の情報を提供する」の割合が33.6％、「活動について気軽に相談できる窓口を増や

す」の割合が25.3％となっています。 

平成27年度と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、年齢が低くなるにつれ「一定の報酬が得られる活動を増やす」の割合

が高くなる傾向がみられます。 

また、60歳～69歳で「多様な活動の情報を提供する」「活動について気軽に相談で

きる窓口を増やす」の割合が、50歳～59歳、70歳以上で「特にない、または、わか

らない」の割合が高くなっています。 
単位：％ 

  

回
答
者
数
（件
） 

多
様
な
活
動
の
情
報
を

提
供
す
る 

活
動
に
つ
い
て
気
軽
に
相

談
で
き
る
窓
口
を
増
や
す 

知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け

る
研
修
を
増
や
す 

参
加
を
呼
び
か
け
る
取

組
を
充
実
す
る 

気
軽
に
参
加
で
き
る
活

動
を
増
や
す 

一
定
の
報
酬
が
得
ら
れ

る
活
動
を
増
や
す 

一
緒
に
活
動
す
る
仲
間

や
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る 

活
動
の
リ
ー
ダ
ー
を
増

や
す 

活
動
の
立
ち
上
げ
へ
の
支

援
を
充
実
す
る 

活
動
拠
点
の
確
保
や
資

金
の
援
助
を
充
実
す
る 

そ
の
他 

特
に
な
い
、
ま
た
は
、
わ

か
ら
な
い 

無
回
答 

18～29 歳 76 30.3 21.1 15.8 17.1 47.4 27.6 13.2 2.6 7.9 11.8 2.6 19.7 3.9 

30～39 歳 120 37.5 19.2 23.3 22.5 48.3 29.2 12.5 4.2 9.2 12.5 4.2 12.5 4.2 

40～49 歳 172 36.0 27.3 12.8 13.4 41.9 22.1 8.7 4.7 7.6 11.6 1.7 18.6 3.5 

50～59 歳 180 34.4 21.1 14.4 19.4 43.9 20.0 10.6 6.1 6.7 16.1 3.3 23.3 1.7 

60～69 歳 215 42.3 29.8 17.7 20.9 46.5 15.3 12.1 7.0 7.4 12.1 0.5 16.7 5.6 

70 歳以上 476 26.9 26.5 12.0 16.8 35.9 8.8 12.6 6.1 8.6 7.4 1.3 24.4 19.5 

％

気軽に参加できる活動を増やす

多様な活動の情報を提供する

活動について気軽に相談できる
窓口を増やす

参加を呼びかける取組を充実
する

一定の報酬が得られる活動を
増やす

知識や技術を身につける研修を
増やす

一緒に活動する仲間やグルー
プをつくる

活動拠点の確保や資金の援助
を充実する

活動の立ち上げへの支援を充
実する

活動のリーダーを増やす

その他

特にない、または、わからない

無回答

41.1

33.6

25.3

18.5

16.9

15.2

11.3

10.6

8.0

5.5

1.8

20.9

9.9

0.0

41.9

36.0

26.9

18.5

18.9

15.7

15.2

14.4

7.3

5.3

1.4

21.2

5.9

0 20 40 60 80 100

令和元年度調査

(回答者数 = 1,429)

平成27年度調査

(回答者数 = 1,061)
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⑩ 地域の社会福祉施設（老人福祉施設、保育所等）に期待する地域との関わり方 

「地域の行事等への参加・協力」の割合が 36.5％と最も高く、次いで「施設の利用

者と地域住民との日常的な交流」の割合が 30.9％、「災害時の避難受入等の支援」の

割合が 21.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校区別でみると、堀溝小校区で「地域の行事等への参加・協力」「専門分野に関する

研修会の開催や地域の勉強会への講師派遣」の割合が高くなっています。 

また、梅が丘小校区、桜小校区、堀溝小校区で「施設の利用者と地域住民との日常

的な交流」の割合が高くなっています。 
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単位：％ 

 
 回

答
者
数
（件
） 

地
域
の
行
事
等
へ
の
参

加
・協
力 

施
設
の
利
用
者
と
地
域
住

民
と
の
日
常
的
な
交
流 

専
門
分
野
に
関
す
る
研

修
会
の
開
催
や
地
域
の
勉

強
会
へ
の
講
師
派
遣 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
希
望
す

る
住
民
等
の
受
け
入
れ 

地
域
住
民
の
交
流
会
等
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
開
催

場
所
の
提
供 

災
害
時
の
避
難
受
入
等
の

支
援 

相
談
体
制
の
充
実 

そ
の
他 

無
回
答 

池田小校区 66 30.3 24.2 - 24.2 9.1 21.2 22.7 4.5 24.2 

石津小校区 32 25.0 28.1 9.4 21.9 15.6 15.6 15.6 - 31.3 

宇谷小校区 49 38.8 32.7 10.2 18.4 14.3 22.4 20.4 6.1 20.4 

梅が丘小校区 53 45.3 43.4 9.4 24.5 7.5 17.0 17.0 3.8 15.1 

神田小校区 36 36.1 30.6 8.3 13.9 5.6 25.0 22.2 8.3 16.7 

北小校区 72 37.5 33.3 12.5 26.4 13.9 20.8 31.9 4.2 15.3 

木田小校区 43 39.5 30.2 7.0 11.6 7.0 25.6 16.3 2.3 25.6 

楠根小校区 22 27.3 22.7 4.5 9.1 - 18.2 31.8 9.1 18.2 

国松緑丘小校区 50 32.0 32.0 6.0 22.0 6.0 24.0 22.0 2.0 30.0 

啓明小校区 42 42.9 23.8 7.1 21.4 11.9 28.6 19.0 7.1 14.3 

木屋小校区 43 37.2 27.9 9.3 11.6 9.3 9.3 25.6 9.3 16.3 

桜小校区 26 42.3 42.3 3.8 30.8 23.1 26.9 15.4 - 15.4 

点野小校区 63 36.5 27.0 7.9 12.7 11.1 27.0 20.6 4.8 25.4 

成美小校区 49 26.5 40.8 4.1 18.4 16.3 34.7 26.5 8.2 8.2 

田井小校区 45 31.1 26.7 4.4 15.6 4.4 8.9 11.1 8.9 26.7 

第五小校区 139 40.3 29.5 5.0 15.1 8.6 18.0 12.9 2.9 21.6 

中央小校区 72 31.9 27.8 12.5 22.2 4.2 20.8 23.6 1.4 11.1 

西小校区 50 34.0 36.0 12.0 18.0 10.0 14.0 22.0 6.0 22.0 

東小校区 57 36.8 40.4 12.3 24.6 17.5 22.8 14.0 7.0 15.8 

堀溝小校区 27 55.6 40.7 22.2 14.8 14.8 22.2 18.5 7.4 3.7 

三井小校区 79 25.3 26.6 1.3 8.9 10.1 20.3 21.5 5.1 31.6 

南小校区 41 46.3 34.1 22.0 17.1 14.6 29.3 14.6 2.4 14.6 

明和小校区 32 37.5 28.1 6.3 18.8 9.4 15.6 25.0 9.4 15.6 

和光小校区 36 30.6 33.3 5.6 19.4 8.3 27.8 11.1 - 13.9 
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⑪ 高齢者や障害のある人が日常生活で将来的に不安を感じると思われるもの 

「福祉サービス利用手続」の割合が 56.3％と最も高く、次いで「各種行政手続」の

割合が 54.2％、「医療に関する手続」の割合が 52.3％となっています。 
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⑫ 居住地域での暮らしに関する環境への満足度 

ア 現在の状況 

『①高齢者が暮らしやすい環境』『③子育てしやすい環境』『⑪住まいや地域の生活

環境』で「満足」と「どちらかといえば満足」をあわせた“満足”の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

①　高齢者が暮らしやすい環境 1,252

②　障害者が暮らしやすい環境 1,062

③　子育てしやすい環境 1,048

④　相談窓口とネットワークの充実 1,035

⑤　保健や福祉に関する情報の得やすさ 1,065

⑥　健康づくりの推進や介護予防 1,066

⑦　地域活動への参加のしやすさ 1,065

⑧　地域の活動拠点の充実 1,042

⑨　子ども、障害者、高齢者の権利を守る
     環境

1,064

⑩　地域の人、団体等とのつながり 1,074

⑪　住まいや地域の生活環境 1,131

⑫　災害などに対する安全な環境 1,118

⑬　犯罪などに対する安全な環境 1,134

4.9

2.2

5.2

2.1

2.6

3.2

1.6

1.7

1.6

1.8

4.7

2.8

2.6

21.8

11.3

30.2

15.5

23.8

22.7

14.4

12.8

12.6

15.5

32.7

21.5

19.7

64.3

74.5

59.3

77.1

66.1

69.4

77.4

79.7

78.8

77.6

54

67.8

63.3

9.0

12.1

5.3

5.3

7.4

4.7

6.7

5.9

7.0

5.1

8.6

8.0

14.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 どちらかといえば満足 どちらともいえない 不満
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イ 以前と比べた状況 

『③ 子育てしやすい環境』『⑥ 健康づくりの推進や介護予防』で「よくなった」

の割合が高くなっています。また、『⑪ 住まいや地域の生活環境』『⑫ 災害などに

対する安全な環境』で「変わらない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

①　高齢者が暮らしやすい環境 1,252

②　障害者が暮らしやすい環境 1,062

③　子育てしやすい環境 1,048

④　相談窓口とネットワークの充実 1,035

⑤　保健や福祉に関する情報の得やすさ 1,065

⑥　健康づくりの推進や介護予防 1,066

⑦　地域活動への参加のしやすさ 1,065

⑧　地域の活動拠点の充実 1,042

⑨　子ども、障害者、高齢者の権利を守る
     環境

1,064

⑩　地域の人、団体等とのつながり 1,074

⑪　住まいや地域の生活環境 1,131

⑫　災害などに対する安全な環境 1,118

⑬　犯罪などに対する安全な環境 1,134

9.9

5.9

14.9

8.3

12.2

15.1

4.9

4.5

6.5

4.7

10.3

10.0

9.9

40.2

37.1

31.3

29.8

34.5

31.8

36.3

34.5

32.4

36.8

42.3

43.1

40.3

6.9

4.7

4.8

2.0

1.9

2.1

3.0

3.0

3.4

4.4

7.0

3.3

8.4

43.0

52.3

49.1

59.8

51.4

51.0

55.8

57.9

57.7

54.1

40.4

43.6

41.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくなった 変わらない 悪くなった わからない
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（３）団体調査結果 

① 団体の活動情報の発信方法 

「ホームページ」の割合が42.1％と最も高く、次いで「チラシやパンフレットの配

布」の割合が37.2％、「会員等による口コミ」の割合が36.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活動を行う上で、困っていること・課題 

「新しいメンバーが入らない」の割合が37.2％と最も高く、次いで「リーダー（後

継者）が育たない」の割合が28.7％、「活動資金が足りない」、「特にない」の割合が

17.7％となっています。 
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③ 活動を通して地域における地域福祉に対する意識の高まりの有無 

「どちらかといえば高まっている」の割合が50.3％と最も高く、次いで「どちらか

といえば高まっていない」の割合が17.4％、「高まっている」の割合が12.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高まっている どちらかといえば高まっている

どちらかといえば高まっていない 高まっていない

無回答

回答者数 =

　 328 12.5 50.3 17.4 8.5 11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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  ８ 計画策定の経過 

年 月 日 項  目 内  容 

令和元年 

９月 30 日 

令和元年度 

第１回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画の策定

について 

２ みんながつながる地域福祉プラン（第

３次寝屋川市地域福祉計画）における令

和元年度の取組について 

３ 成年後見制度の利用促進に関する取

組について 

４ 寝屋川市福祉のまちづくりひろばに

ついて 

令和元年 

10 月 11 日～ 

11 月 29 日 

第４次寝屋川市地域福祉計画策定のための市民調査・団体調査の実施 

令和元年 

12 月 23 日 

令和元年度 

第２回寝屋川市地域福祉計画推

進委員会 

１ 第４次地域福祉計画策定のためのア

ンケート調査結果中間報告 

２ 第３次寝屋川市地域福祉計画の平成

30 年度の取組について 

令和２年 

８月 19 日 

令和２年度 

第１回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画策定に

ついて 

２ 地域福祉計画の見直しに向けたアン

ケート調査等の結果について 

３ 第３次寝屋川市地域福祉計画の柱ご

との現状・課題のまとめについて 

４ 第４次寝屋川市地域福祉計画 施策

体系案について 

令和２年 

９月 30 日 

令和２年度 

第２回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 地域福祉計画に包含する行政計画に

ついて 

２ 第４次寝屋川市地域福祉計画（検討

案）について 

令和２年 

11 月 17 日 

令和２年度 

第３回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画【案】に

ついて 

令和３年１月 

（書面開催） 

令和２年度 

第１回寝屋川市社会福祉審議会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画【素案】

について 

令和３年 

２月１日～ 

２月 28 日 

パブリック・コメントの実施 

令和３年 

３月 17 日 

令和２年度 

第４回寝屋川市地域福祉計画 

推進委員会 

１ 第４次寝屋川市地域福祉計画につい

て 
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  ９ 用語説明 

 あ行  

〇エッセンシャルワーカー 

医療福祉関係、保安関係、運輸交通関係、小売、販売業、教育、保育関係、公共イン

フラ関係など、人が社会生活をするうえで必要不可欠なライフラインを維持する仕事の

従事者をいいます。 

 

 か行  

○介護保険制度 

高齢者の介護を社会全体で支えることを目的として平成 12 年（2000 年）に創設さ

れた制度のことです。介護が必要な高齢者等が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに

係る給付を行います。 

 

○協働 

市民、行政その他のまちづくりに関わる様々な立場の人が、お互いに尊重し合い、そ

れぞれの役割及び責任を分担し、対等な立場で協力して、ともに活動することです。 

 

○校区福祉委員会 

「福祉のまちづくり」を進めることを目的に、自治会、民生委員児童委員協議会、子

ども会、ＰＴＡ、ボランティアなどで構成され、小学校区ごとに結成されている住民主

体の福祉活動組織です。高齢者、障害者、子どもなどへの見守り・声かけ活動、ふれあ

いサロン活動、身近な相談活動などを通じ、地域の身近な福祉問題の発見や解決に取り

組んでいます。 

 

〇更生保護サポートセンター 

保護司・保護司会が、地域の関係機関・団体と連携しながら、地域で更生保護活動を

行うための拠点です。 

 

〇更生保護団体 

犯罪をした人や非行をした人を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防

ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助ける関係機関・団体

のことです。 
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○高齢化率 

65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のこと。高齢化率が７％～14％の社会

を高齢化社会、14％～21％の社会を高齢社会、21％以上の社会を超高齢社会といい

ます。 

 

○コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

様々な生活の“困りごと”のために福祉的な支援が必要な人への相談・支援を、地域

に密着して行う専門職です。本市では、寝屋川市社会福祉協議会に配置され、地域資源

の掘り起こしや新しい仕組みづくりを行っています。 

 

○孤立死 

一人暮らしや高齢者だけで生活している世帯などで、地域から孤立した状態で亡くな

ることをいい、「孤独死」と呼ばれることもあります。 

 

 さ行  

○社会福祉協議会（社協） 

社会福祉法で「地域福祉を推進する団体」と位置付けられ、住民、福祉の専門機関・

団体、当事者団体、関連分野の団体などが参加・参画し、誰もが安心して暮らせるまち

づくりを目指す、公共性と自主性をもつ民間の福祉団体です。都道府県及び市町村に設

置され、校区福祉委員会活動、ボランティア活動、福祉教育の推進、生活困窮者への支

援など、地域の福祉力を高める様々な事業を行っています。 

 

○重層的な支援体制 

既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた

支援を一体的に実施し、支援していく体制のことで、平成 29 年の改正社会福祉法によ

り、地域福祉推進の理念を実現するために市町村が努めることとされています。 

 

〇自立相談支援事業 

生活困窮者からの相談に、早期かつ包括的に応ずる相談窓口となります。生活困窮者

の抱えている課題を適切に評価・分析（アセスメント）し、その課題を踏まえた「自立

支援計画」を作成するなどの支援を行います。また、関係機関との連絡調整や支援の実

施状況の確認なども行います。 
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○生活困窮者 

経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人や、経

済的困窮に限らず障害や精神疾患、ひきこもり、家族関係の問題など何らかの理由によ

り社会から孤立し生きづらさを抱えている人も含みます。 

 

○生活困窮者自立支援制度 

市や民間団体が緊密な連携体制をとり、生活困窮者に対して、地域における福祉・就

労・教育・住宅その他の自立に向けた支援を行うことです。 

 

○生活支援コーディネ-ター 

「地域支え合い推進員」とも呼ばれています。高齢者の生活支援・介護予防サービス

の体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす専門職のことです。 

 

○成年後見制度 

知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための

制度のことです。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに

行う後見人等を選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを

取り消すことができるようにする等、本人を不利益から守る制度のことです。 

 

 た行  

○ダブルケア 

「介護」と「子育て」といったように、家族や親族など複数のケアを同時に行う必要

がある状況のことです。近年、晩婚化・晩産化等を背景に、育児期にある者（世帯）が

親の介護も同時に担うことの問題が指摘されています。子育てや介護は精神的、体力的

な負担が大きく、また誰に相談してよいか分からず、問題を当事者だけで抱え込みがち

になるため、新たな支援が必要となっています。 

 

○地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく社会のことです。平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」

において地域共生社会の実現が盛り込まれており、今後の福祉改革を貫く「基本コンセ

プト」と位置づけられています。 
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○地域協働協議会 

地域ニーズに応じたまちづくりを担うとともに、様々な地域課題の解決に向けた活

動・事業に取り組む、小学校区を単位として設立された、地域団体や住民によるネット

ワーク型組織です。 

 

○地域子育て支援拠点 

就学前の子どもとその保護者が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談で

きる場をいいます。地域の子育て関連情報の提供、子育てに関する講座などを実施して

います。 

 

○地域生活課題 

福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要

介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の

軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福

祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要

とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上

での各般の課題です。 

 

○地域就労支援センター 

就労が困難な方を対象に、コーディネーターによる就労相談を行っています。 

 

○地域包括ケアシステム 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるこ

とができるように医療や介護などの支援が一体的に提供される体制のことです。 

 

○地域包括支援センター 

高齢者の保健と福祉を包括的に支援するよう、健康な生活を維持するための介護予防

の取組や、高齢者・家族等に関する権利擁護なども含めた相談・支援を、関係機関と連

携して進める上での中核となる機関です。 

 

 な行  

○日常生活自立支援事業 

認知症高齢者、精神障害者、知的障害者等、判断能力が不十分な人が地域で自立した

生活を送れるよう、福祉サービスの利用に関する情報提供、助言、手続きの援助、利用

料の支払い等、福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業のこ

と。 



 

68 

 

○認知症 

脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生

活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態のことで

す。 

 

 は行  

○ひきこもり 

「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」（厚生労働省、平成 22 年５月 19

日公表）で定義される「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学、非

常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６か月以上にわたって

概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外出は除く）を指す現象

概念」のことです。 

 

○避難行動要支援者 

自ら避難することが困難な人で、円滑かつ迅速な避難を図るために支援を要する人で

す。 

 

○避難行動要支援者名簿 

災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者への避難支援、安否確認等、災害から保

護するために必要な措置を実施するための基礎となる名簿です。 

 

○福祉避難所 

主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（要配慮者）の円滑な

利用の確保、相談支援ができる体制の整備、必要な区居室確保などがなされ、要配慮者

を滞在させることを想定し、市から指定を受けた避難所のことです。 

 

 ま行  

○民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員（非常勤）であり、ボ

ランティアとして地域住民の立場に立って相談に応じ、福祉事務所など関係機関への橋

渡しなど必要な支援活動を行っています。また、民生委員は児童委員も兼ねることとさ

れており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や心配ごとなどの相談・支援等も行っています。 

 

 や行  
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○ヤングケアラー 

年齢や成長の度合いにも合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような

家族の介護（障害・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など）や世話（年下

のきょうだいの世話など）をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている 18

歳未満の子どものことです。 

 

 その他  

○ＮＰＯ（Non-Profit Organization） 

営利を目的とせずに、市民活動や公共的な活動を行う民間組織です。 

 

○ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称。「地球上の誰一人

として取り残さない」を理念に、世界中の企業や団体が将来に渡っても継続できる事業

を検討し、取り組んでいます。 

 

○ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

Domestic Violence の略称。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者か

ら振るわれる暴力のことです。家庭内暴力とも呼ばれています。配偶者からの暴力を防

止し、被害者の保護等を図ることを目的として、配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律が制定されています。 

 

○８０５０問題 

引きこもりの長期化等により、本人と親が高齢化し、支援につながらないまま孤立し

てしまうことです。80 代の親と 50 代の子で、親が要介護状態に陥ると問題が表面化

することに由来します。 


